
単位 ％

区 分
実質赤字

比率
連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来 担
比率

江 市数値 ―    ―  ―    ―          

早期健全化基準             

政再生基準           

※実質赤字 連結実質赤字 い場合 実質赤字比率及び連結実質赤字比率 算定さ 表示

※ 成 度決算 け 数値

健全化 断比率算出根拠

実質赤字比率 単位 千円 ％

一般会計等
実質収支

標準 政規模 実質赤字比率

△

△ 

連結実質赤字比率 単位 千円 ％

一般会計等
実質収支

特 会計
実質収支

企業会計資金
不足・剰余額

連結実質収支 標準 政規模 実質赤字比率

＝ △

△ 

実質公債費比率 単位 ％

成 度
単 度

成 度
単 度

成 度
単 度

均

将来 担比率 単位 千円 ％

将来 担額
充当可能

源等
標準 政規模 算入公債費等 将来 担比率

※実質収支 黒字 場合 実質赤字比率 値 計算さ 実質赤字 いため実質赤字比率 い
いう扱い

※連結実質収支 黒字 場合 連結実質赤字比率 値 計算さ 連結実質赤字 いため連結実
質赤字比率 い いう扱い

成 度決算 基づく健全化 断比率 状況



資金不足比率

※資金不足がない場合 ― で表示する

資金不足比率算出根拠

。a) 。d)

。b) 。e)

。c)

※② 算入地方債 額 地方 政法施行令第 5条第１項第 号 掲げ 額をいう

※ 資金不足額・剰余額が 正 値 場合 資金剰余額 値 場合 資金不足額

資金不足比率

※資金不足がない場合 ― で表示する

資金不足比率算出根拠

。a) 。d)

。b) 。e)

。c)

※② 算入地方債 額 地方 政法施行令第 5条第１項第 号 掲げ 額をいう

※ 資金不足額・剰余額が 正 値 場合 資金剰余額 値 場合 資金不足額

0

※ 項目 資金不足額 値 があ 場合 項目 正 値 表示さ 資金不足額が い場合 項目

0 「,「「」,「「4 0 「,「「」,「「4

下水道事業会計

資金不足額 営業収益 受託工事収益 営業収益 －
受託工事収益

資金不足比率

- / ×100

。a-b-c) 「65,599 0 。d+e)

1」,8「6 - - +

1,094,557 0 8「8,958

1,0「5,9「「 「5,996

控除引当金等

1,」05,」47 1,068,561
控除企業債等 貸倒引当金

流動負債 額 算入地方債 額 流動資産 額 解消可能
資金不足額

資金不足額
・剰余額

下水道事業会計 ― ％ 「0.0 ％

。単位：千円 ％)

0

※ 項目 資金不足額 値 があ 場合 項目 正 値 表示さ 資金不足額が い場合 項目

下水道事業会計資金不足比率 報告 つい

会 計 名 資金不足比率 経営健全化基準

0 「,「87,617 59,554 「,「「8,06」

資金不足額 営業収益 受託工事収益 営業収益 －
受託工事収益

資金不足比率

- / ×100

1,401,755。a-b-c) 「46,070 0 。d+e) 1,647,8「5 0

控除引当金等

「」,「「「 - - +

控除企業債等 貸倒引当金

「7「,75「 「4,771

解消可能
資金不足額

資金不足額
・剰余額

54「,044 1,6「」,054

。単位：千円 ％)

水道事業会計

流動負債 額 算入地方債 額 流動資産 額

水道事業会計資金不足比率 報告 つい

会 計 名 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 ― ％ 「0.0 ％



  資金不足比率

会 計 名 経営健全化基準

病院事業会計 「0.0％

  資金不足比率算出根拠

。単位:千円､％)

算入地方債 額
解消可能

資金不足額
資金不足額
・剰余額

。a) 。d)

。b) 。e)

。c) 」-1-「+4

。a-b) 0 780,88」 △「56,695 

営業収益
営業収益－

受託工事収益
資金不足比率

7-8 6/9×100

5,887,55」 5,887,55」 4.」

江別市病院事業会計資金不足比率 報告 つい

資金不足比率

4.」％

※資金不足額が い場合 － 表示す

病院事業会計

流動 債 額 流動資産 額

「,849,」58

。控除企業債等) 。貸倒引当金)

81」,010

「,0」6,」48

。控除引当金等)

998,770

※ 項目 資金不足額。 値)があ 場合 項目 正 値 表示さ 資金不足額が い場合 項目

※資金不足比率 算出 地 法等 算入猶予規定を適用し い

資金不足額
。比率算出用)

受託工事収益

「56,695 0

※ 算入地方債 額 地方 政法施行令第15条第 項第 号 掲げ 額をいう

※ 資金不足額・剰余額が 正 値 場合 資金剰余額 値 場合 資金不足額

 


